
姪浜中学校臨時的任用職員 募集案内

福岡市立姪浜中学校では、学校事務に従事する臨時的任用職員を次のとおり募集します。

１．募集人数

１名

２．申込資格 ※ 次の各条件を全て満たす人

(１)任用期間を確実に勤務できる人

※ ただし、本校区内に居住している人は除きます。

(２)基本的なパソコン操作（Word、Excel 等）ができる人

(３)次のいずれにも該当しない人

① 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの人

③ 福岡市職員として懲戒免職の処分を受け、処分の日から２年を経過していな

い人

④ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

３．職務内容

本校において、生徒の就学、事務補助、外来者の応対等の事務補助に従事します。

（事務補助の内容は文書送達受付、図書事務、物品整理等）

４．勤務条件

(１)身分

地方公務員法第２２条第２項に基づく臨時的任用職員（任用期間が限定された職

員）です。

(２)勤務日数等

１０月１日から３月３１日までの６ヶ月間の任用登録期間のうち、必要に応じて学

校長が指定する日のみの任用となります。

※ 業務が集中する時期等にもよりますが、月４～８日程度です。



(３)勤務時間

１日７時間 午前９時００分～１６時４５分（うち休憩時間４５分を除く）

又は、

１日５時間 午前１０時００分～１５時４５分（うち休憩時間４５分を除く）

(４)休日

原則として土曜日、日曜日、国民の祝日

（学校行事等によって勤務が必要となる場合もあります。）

(５)賃金

日額５，４７４円（７時間）、又は日額３，９１０円（５時間）となります。

※ 勤務日数に応じて、翌月１５日（当日金融機関等が休業日の場合は直近の営業

日）に支給します。

※ 公共交通期間利用者（片道２㎞以上）については、通勤に要する運賃等相当額

（日額８００円を限度）、自転車等使用者（片道２㎞以上５㎞未満）については、

日額１００円、または日額２００円（片道５㎞以上１０㎞未満）、または日額３１

０円（片道１０㎞以上）の交通費相当加給金を支給します。

※ 賞与などの諸手当はありません。

(６)その他

健康保険、厚生年金及び雇用保険はありませんが、労働災害補償については、労働

者災害補償保険法に基づき適用となります。

５．申込から採用まで

(１)今回の申込みにより、平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日を任用開始

とする臨時的任用職員候補者名簿に登録されます。

(２)名簿登録者の中から書類選考を行ったうえで、採用候補者に面接日等の連絡を行

います。

(３)本校で面接・実技試験を行い、採用者を決定します。

※ 実務試験では業務に必要な事務処理能力等のテストを行います。

例）パソコン操作、文書作成、計算機による計算など

※ 申込みをされても、必ずしも採用されるとは限りません。また、募集人数の関

係等から、面接等の連絡がない場合もありますのでご了承ください。

６．申込手続

(１)申込みの受付



申込書（A４判）に必要事項を全て記入し、写真を貼って下記の担当者へ持参、も

しくは郵送してください。

※ 提出された申込書は一切返却いたしません。

※ 申込書に記載の個人情報については、適切に管理し、臨時的任用事務以外の使

用いたしません。

(２)申込み期間

任用開始時期 平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日

申込受付期間 平成２３年８月１日（月）～平成２３年８月１２日（金）

受付時間 午前９時００分～午後１６時００分

※ 申込書を郵送される場合は、受付期間内に必ず届くようお願いします。

７．申込み及び問い合わせ先

福岡市立姪浜中学校 担当者：教頭 淀川政人

〒 ８１９－００１３ 福岡市西区愛宕浜 1 丁目 32番 1号

TEL ８８１－１０３８ FAX ８８１－１０３９

E-mail ｍｅｉｎｏｈａｍａ．ＪＨ＠ｃｉｔｙ．ｆｕｋｕｏｋａ．ｊｇ．ｊｐ


